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資料３ 

協和地区の産業廃棄物最終処分場建設計画について 

 

１．計画概要 

現在、日本環境株式会社（本社：札幌市清田区２条２丁目）が、東千歳地区 

の千歳市協和１３９３-２外（自社所有地約７７ha）において、「廃プラスチッ 

ク」や「ゴムくず」、「燃え殻」などの産業廃棄物を埋め立て処分することを 

目的とした最終処分場（安定管理型）の建設を計画中である。 

 

産業廃棄物最終処分場 計画位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．廃棄物の処理及び清掃に関する法律等との関わり 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、同法第 15 条おいて、「産業 

 廃棄物処理施設を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置し

ようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。」と定

めている。 

 

「北海道循環型社会形成の推進に関する条例」では、第 36 条において、「産 

業廃棄物の最終処分場などの特定施設設置等予定者は、当該特定施設の周辺 

の住民であって、施設の種類ごとに規則で定める範囲に居住するものの理解 

を得るように努めなければならない。」と定めている。 

また、同条例第 37 条において、「知事は、特定施設設置等予定者に対し、特 
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定施設の設置等について、あらかじめ、特定施設の種類及び設置の場所、特定 

施設において処理する廃棄物の種類、周辺地域における生活環境の保全に関す 

る事項、立地上配慮する事項、周辺住民の理解を得るために講ずる措置その他 

必要な事項を記載した事業計画書の提出を求めるものとする。」と定めている。 

 

「北海道循環型社会形成の推進に関する条例施行規則」では、第 13 条にお

いて、産業廃棄物最終処分場の周辺住民の定義について、「当該施設の開口部

の端から５００メートル」と定めている。 

 

 同条例の「特定施設の設置等の手続きに係る要領」では、「特定施設設置等

予定者は、周辺住民及び地域住民の理解を得るため、計画段階で説明会又は面

談等により、事業計画の説明等を十分に行うものとする。」や「５００メート

ル以内に住宅がある場合は、当該住宅の代表者の合意が得られていることを示

すこと。」など廃棄物処理施設の設置等に係る具体的な手続き等について定め

ている。 

 

 

 

３．主な経過 

令和４年１０月２６日 

事業者が市に「協和地区における産業廃棄物最終処分場計画の概要」につい 

て説明 

   

令和５年３月６日 事業者による住民説明会 

   参加者：東千歳四連合会の住民約１００名 

 

 令和５年７月１８日 

東千歳四連合会が市に提出した「令和５年度東千歳地区地域要望書」の中で、

産業廃棄物最終処分場反対を要望 

要望内容「協和地区に建設が予定されている産業廃棄物最終処分場につい  

て、臭気や排水に対する不安、さらには東千歳地区への風評被害が 

懸念されるため、東千歳地区としては当該施設の建設を断固反対 

する。」 

 

 

 



3 

 

令和５年７月２５日 

 東千歳四連合会が、北海道及び北海道議会自民党・道民会議に「産業廃棄物 

最終処分場建設反対に関する要望書」を提出 

要旨 

・東千歳地区への大規模な産業廃棄物最終処分場の建設に反対する。 

・北海道の条例及び要領に基づき厳正に手続き及び審査を行うこと。 

・事業者の対応は不誠実であり、強く不信感を感じている。 

 

令和５年８月８日 

 事業者が市に事業計画を説明 

 

令和５年８月１７日 

 泉郷連合会が、北海道に「千歳市協和地区に計画の管理型産業廃棄物処分場

に関する要請書」を提出 

要旨 

・協和地区における管理型産業廃棄物最終処分場の建設計画に反対する。 

 

令和５年９月２９日 

 事業者による住民説明会（２回目） 

   参加者：東千歳四連合会の住民等 約８０名 

 

令和５年１０月２日 

 千歳市議会第３回定例会にて当該処理施設建設に係る市の対応について質

問があった際に、市長は、事業者の対応は不誠実であると考えており、大変遺

憾である。今後も引き続き、地域住民の声によく耳を傾け、周辺地域に及ぼす

影響や課題などを把握し、地域の意見をしっかり受け止め対応をする旨を回答 

 

 


